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■
付
加
年
金

定
額
保
険
料
月
額(

17
年
度
１
３
５
８
０
円)

に
付
加
保
険
料
４
０
０
円
を
上
積
み
し
て
納

め
る
と
、
次
の
式
で
計
算
し
た
額
が
、
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
に
加
算
さ
れ
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
＝

２
０
０
円
×

付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数

■
寡
婦
年
金

夫
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
次
の
条
件
を
満

た
す
妻
に
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間

支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
同
時
に
二
つ
以

上
の
年
金
の
受
給
権
が
あ
る
と
き
は
、
選
択

に
よ
っ
て
一
つ
支
給
と
な
り
ま
す
。

年
金
額
＝

夫
が
受
け
る
は
ず
だ
っ
た

老
齢
基
礎
年
金
の
４
分
の
３

◆
受
給
条
件
◆

①
婚
姻
期
間(

内
縁
で
も
よ
い)

が
10
年
以
上

②
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た

③
夫
が
障
害
基
礎
年
金
、
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
た
こ
と
が
な
い

④
亡
く
な
っ
た
月
の
前
月
ま
で
の
納
付
済
期

間
と
免
除
期
間
の
合
計
が
25
年
以
上

■
死
亡
一
時
金

保
険
料
を
３
年
以
上
納
め
た
人
が
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受

け
ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
た
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
に
は
、
便
利

で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

向向
能能
代代
金金
山山
墓墓
地地
公公
園園

使使
用用
希希
望望
者者
募募
集集

位
置
⋯
能
代
市
向
能
代
字
平
影
野
２
︱
２

面
積
⋯
１
区
画
　
1.5

×
1.5

募
集
区
画
⋯
２
区
画︵
２
５
１
番
・
４
４
２
番)

永
代
使
用
料
⋯
１
区
画
10
万
円(

一
括
納
入)

墓
地
管
理
料
⋯
１
区
画
年
額
２
１
０
０
円

(

消
費
税
込
み)

申
し
込
み
資
格
⋯

市
内
に
住
所
ま
た
は
本
籍
を
有
す
る
人

募
集
期
間
⋯
９
月
26
日
㈪
〜
10
月
５
日
㈬

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
祭
日
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

◎
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
す
。

抽
選
日
時
⋯
10
月
12
日
㈬
　
午
後
２
時
〜

受
け
付
け：

午
後
１
時
30
分
〜

抽
選
場
所
⋯
市
役
所
第
２
会
議
室

(

第
１
庁
舎
３
階)

※
抽
選
当
日
午
後
２
時
ま
で
に
抽
選
の
受
け

付
け
を
さ
れ
な
い
人
は
、
申
し
込
み
を
辞

退
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

◆
留
意
事
項
◆

○
墓
地
は
、
土
地
の
譲
渡
で
は
な
く
永
代
使

用
す
る
権
利
を
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

○
祭さ

い

祀し

を
行
う
人
の
名
義
で
申
請
し
、
名
義

人
を
変
更
す
る
場
合
は
届
け
出
が
必
要
で

す
。
な
お
、他
人(

親
族
・
縁
故
者
以
外
の

人)

に
譲
渡
ま
た
は
転
貸
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
永
代
使
用
料
は
一
括
納
入
で
す
。

○
墓
地
を
返
還
し
た
場
合
で
も
、
永
代
使
用

料
・
管
理
料
は
返
還
い
た
し
ま
せ
ん
。

○
抽
選
で
次
点
以
降
の
人
は
補
欠
と
し
て
登

録
し
、
年
度
内
に
限
り
、
ほ
か
に
墓
地
区

画
の
返
還
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
次
点
と

な
っ
た
人
か
ら
順
次
決
定
し
ま
す
。

問
合
せ

衛
生
係
　
☎
89
︱
２
１
７
７

保
険
料
納
付
済
期
間
の
月

数
と
保
険
料
半
額
免
除
期

間
の
月
数
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
月
数
と
を
合
計

し
た
月
数

金
　
　
額

３
年
以
上
15
年
未
満

12
万
円

15
年
以
上
20
年
未
満

14
万
５
千
円

20
年
以
上
25
年
未
満

17
万
円

25
年
以
上
30
年
未
満

22
万
円

30
年
以
上
35
年
未
満

27
万
円

35
年
以
上

32
万
円

国
民
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
給
付
の
ほ
か
、
第

１
号
被
保
険
者
に
は
次
の
独
自
給
付
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ

国
民
年
金
係
　
☎
89
︱
２
１
６
８

年
金
通
信

知
っ
て
い
ま
す
か
？
国
民
年
金
独
自
給
付

21
世
紀
は
男
女
共
同
参
画
社
会

〜
男
女
共
同
参
画
一
行
詩
〜

﹁
い
そ
が
し
い
朝
、
母
弁
当
作
り
、
父
洗
た
く
干
し
﹂

(

中
学
１
年
生
　
女
性)

○
選
者
か
ら
一
言

朝
は
家
族
み
ん
な
が
忙
し
い
の
で
す
。
こ
の
家
庭
は
、
家
族
と
い
う
﹁
小
さ
な
社
会
﹂

で
男
女
共
同
参
画
社
会
が
し
っ
か
り
と
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

男
女
の
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
お
互
い
を
一
人
の
人
間
と
し
て
認
め
、
理
解
し
、
協
力

し
合
え
る
家
族
。
社
会
全
体
が
こ
の
﹁
小
さ
な
社
会
﹂
の
集
ま
り
に
な
っ
た
ら
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
男
性
女
性
が
進
出
し
、
能
力
や
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
せ
ん
か
？
家
庭
や
職
場
な
ど
で
﹁
男
だ
か
ら
、
女
だ
か
ら
﹂
で
は
な
く
、
一
人

ひ
と
り
認
め
合
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

男
女
共
同
参
画
係
　
☎
89
︱
２
１
４
８


